
広
島
県
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 
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広
島
県
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

広
島
県
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
九
年
広
島
県
条
例
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
第
二
号
中
「
イ
、
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
場
合
」
を
「
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
」
に
、

「
イ
、
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
金
額
」
を
「
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
金
額
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
令
第
六
条

第
四
項
に
規
定
す
る
」
を
「
入
居
者
又
は
同
居
者
が
障
害
者
、
戦
傷
病
者
等
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
者

で
あ
る
場
合
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
」
に
、
「
令
第
六
条
第
五
項
第
一
号
」
を
「
令
第
六
条
第
一
項
」
に

改
め
、
同
号
ロ
を
削
り
、
同
号
ハ
中
「
及
び
ロ
」
を
削
り
、
「
令
第
六
条
第
五
項
第
三
号
に
規
定
す
る
金

額
」
を
「
令
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
金
額
以
下
で
、
知
事
が
定
め
る
金
額
」
に
改
め
、
同
号
ハ
を
同

号
ロ
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
（
同
項
第
二
号
ロ
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
令
第
六
条
第
五
項
第
一
号

」
を
「
令
第
六
条
第
一
項
」
に
、
「
住
宅
地
区
改
良
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
百
二
十
八
号
。

以
下
「
改
良
令
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
後
段
に
規
定
す
る
法
第
二
十
三
条
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
場
合
に

係
る
読
替
え
後
の
金
額
」
を
「
住
宅
地
区
改
良
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
百
二
十
八
号
。
以
下

「
改
良
令
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
令
第
六
条
第
一
項
に
係
る
読
替
え

後
の
金
額
」
に
、
「
令
第
六
条
第
五
項
第
三
号
」
を
「
令
第
六
条
第
二
項
」
に
、
「
改
良
令
第
十
二
条
後

段
に
規
定
す
る
法
第
二
十
三
条
第
二
号
ハ
に
掲
げ
る
場
合
に
係
る
読
替
え
後
の
金
額
」
を
「
改
良
令
第
十

二
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
令
第
六
条
第
二
項
に
係
る
読
替
え
後
の
金
額
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
二
項
中
「
前
条
第
一
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
」
を
「
法
第
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
若

し
く
は
激
甚じ

ん

災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百 

五
十
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
の
補
助
に
係
る
公
営
住
宅
又
は
法
第
八
条
第
一
項
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
県
が
災
害
に
よ
り
滅
失
し
た
住
宅
に
居
住
し
て
い
た
低
額
所
得

者
に
転
貸
す
る
た
め
借
り
上
げ
る
」
に
、
「
同
項
各
号
」
を
「
前
条
第
一
項
各
号
」
に
改
め
、
「
、
な
お

」
を
削
る
。

第
十
条
第
二
項
中
「
広
島
県
県
営
住
宅
管
理
審
議
会
」
を
「
広
島
県
県
営
住
宅
管
理
等
審
議
会
」
に
改

め
る
。

第
六
十
条
の
見
出
し
を
「
（
県
営
住
宅
管
理
等
審
議
会
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
管
理
に
関
す

る
」
を
「
整
備
及
び
管
理
に
関
す
る
」
に
、
「
広
島
県
県
営
住
宅
管
理
審
議
会
」
を
「
広
島
県
県
営
住
宅

管
理
等
審
議
会
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
広
島
県
県
営
住
宅
管
理
審
議
会
」
を
「
広
島
県
県
営
住
宅



管
理
等
審
議
会
」
に
改
め
る
。

附
則
第
九
項
中
「
「
令
第
六
条
第
五
項
第
一
号
」
を
「
「
令
第
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
、
同
号
ロ

」
を
削
る
。

附 

則

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


